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2020年１月10日

株 主 各 位
兵庫県加古郡稲美町中一色883番地

株 式 会 社 神 戸 物 産
代表取締役社長 沼 田 博 和

第34期定時株主総会招集ご通知

拝啓  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第34期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2020年１月29日(水曜日)午後６時までに到着するようご返送くだ
さいますようお願い申しあげます。

敬具
記

1． 日 時 2020年１月30日(木曜日)午前10時
2． 場 所 神戸市中央区港島中町６丁目10－１

神戸ポートピアホテル 南館１階 大輪田の間

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

3． 目 的 事 項
報 告 事 項 1 .

2 .

第34期(2018年11月１日から2019年10月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
第34期(2018年11月１日から2019年10月31日まで)
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件

以  上
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以下の事項につきましては、法令及び定款第14条に基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイト(アドレスhttps://www.kobebussan.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通

知の添付書類には記載しておりません。

①  連結計算書類の連結株主資本等変動計算書

②  連結計算書類の連結注記表

③  計算書類の株主資本等変動計算書

④  計算書類の個別注記表

したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査

報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部でありま

す。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください

ますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場

合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.kobebussan.co.jp/)に

掲載させていただきます。
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（添付書類）

事  業  報  告

（ 2018年11月１日から
2019年10月31日まで ）

1．企業集団の現況

(1)事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や企業収益の改善が続き、

緩やかな回復基調が見られました。しかし、米国を中心とした通商政策の動向

や、中国をはじめとしたアジア経済の減速等、世界経済の不確実性により依然

として先行きが不透明な状況が続いております。食品業界におきましても、Ｅ

Ｃ事業者やドラッグストア等の他業態による食品の取り扱い拡大により、企業

間の競争が激化しております。加えて、人手不足による人件費や物流費の上昇

等、経営環境は厳しい状況となりました。

このような状況の中、当社グループは「食の製販一体体制」の確立というグ

ループ目標のもと、積極的な商品開発を行い、神戸物産グループ全体の競争力

を強化してまいりました。また、お客様のニーズを素早く捉えた施策を実施

し、高品質で魅力のある商品をベストプライスでご提供してまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は2,996億16百万円(前期比12.1％増)、

営業利益は192億39百万円(同22.4％増)、経常利益は194億34百万円(同22.8％

増)、親会社株主に帰属する当期純利益は120億56百万円(同16.3％増)となりま

した。

事業部門別の事業の概況は次のとおりであります。

a.業務スーパー事業

業務スーパー事業における店舗につきましては、49店舗の出店、17店舗の退

店の結果、純増32店舗で総店舗数は845店舗となりました。

出店に関しましては関東エリアや九州エリアへの出店を中心に新規出店を

進めると同時に、営業年数が長くなり老朽化してきた店舗の移転等を積極的に

フランチャイズオーナーに勧めております。

商品戦略につきましては、引き続き顧客ニーズに対応したプライベートブラ

ンド商品の開発に注力し、それらの商品がメディアに取り上げられる等して注

目を集めたことで、事業が堅調に推移したものと考えております。

この結果、業務スーパー事業における当連結会計年度の売上高は2,641億71

百万円(前期比11.6％増)となりました。

－ 3 －



b.神戸クック事業

神戸クック事業における店舗につきましては、日本 大級の大型バイキング

チェーンである「神戸クック・ワールドビュッフェ」では、４店舗の出店、１

店舗の退店の結果、純増３店舗で総店舗数は22店舗となりました。

日常の食卓代行をコンセプトとして安全・安心・価格にこだわった店内調理

の惣菜やお弁当を提供する「馳走菜」では、７店舗の出店の結果、純増７店舗

で総店舗数は10店舗となりました。

この結果、神戸クック事業における当連結会計年度の売上高は21億85百万円

(同27.6％増)となりました。

c.クックイノベンチャー事業

クックイノベンチャー事業につきましては、人件費の上昇や原材料価格の高

騰等、極めて厳しい経営環境が続いております。このような中、ＱＳＣの強化

を図り、さらに安全・安心でお客様にご満足いただける商品提供への取り組み

強化や、ブランド力が高い業態への転換、新規出店等の強化に努めてまいりま

した。

この結果、クックイノベンチャー事業における当連結会計年度の売上高は

304億66百万円(同11.0％増)となりました。

d.エコ再生エネルギー事業

エコ再生エネルギー事業につきましては、2019年３月に北海道と和歌山県で

太陽光発電所が稼働いたしました。それにより、2019年10月末現在で稼働中の

太陽光発電所は計16か所となり、約22.0ＭＷを発電しております。北海道で約

6.2ＭＷの発電を行う木質バイオマス発電所が順調に稼働していることも、事

業の拡大に貢献いたしました。

この結果、エコ再生エネルギー事業における当連結会計年度の売上高は23億

41百万円(同97.6％増)となりました。
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事 業 部 門 別 売 上 高 構 成 比

業 務 ス ー パ ー 事 業 264,171百万円 88.1％

神 戸 ク ッ ク 事 業 2,185百万円 0.7％

ク ッ ク イ ノ ベ ン チ ャ ー 事 業 30,466百万円 10.2％

エ コ 再 生 エ ネ ル ギ ー 事 業 2,341百万円 0.8％

そ の 他 451百万円 0.2％

合    計 299,616百万円 100.0％

(2)設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は106億86百

万円であり、投資の主なものは、子会社工場関連設備に43億66百万円、エコ
再生エネルギー事業関連設備に22億67百万円であります。

(3)資金調達の状況
当連結会計年度中における資金調達は、主に、クックイノベンチャー事業

のための充当資金として、長期借入金９億円の資金調達を金融機関より実施
いたしました。

(4)事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

(5)他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6)吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況
該当事項はありません。

(7)他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2018年10月１日付で株式会

社湯佐和の株式を取得し子会社としたため、同社を連結子会社といたしまし
た。
連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年３月１日付で株式会

社ＤＢＴを設立し子会社としたため、同社を連結子会社といたしました。
連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年５月10日付で株式会

社ふらんす亭を設立し子会社としたため、同社を連結子会社といたしました。
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(8)財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 31 期

(2016年10月期)
第 32 期

(2017年10月期)
第 33 期

(2018年10月期)

第 34 期
(当連結会計年度)
(2019年10月期)

売 上 高(百万円) 239,266 251,503 267,175 299,616

経 常 利 益(百万円) 8,729 15,778 15,831 19,434

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 4,560 8,346 10,363 12,056

１株当たり当期純利益( 円 ) 43.61 79.63 97.71 112.67

総 資 産(百万円) 133,199 144,484 144,267 150,154

純 資 産(百万円) 22,630 30,066 39,774 50,568

１株当たり純資産額( 円 ) 158.37 227.28 315.34 412.01

(注)1.2018年11月１日及び2019年11月１日付でそれぞれ１株につき２株の株式分割を行ってお
ります。そのため、第31期の期首にこれらの株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産額を算出しております。

2.１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、それぞれ自己株式を控除した期中平均
発行済株式総数及び期末発行済株式総数により算出しております。

3.第33期より「役員向け株式交付信託」を導入しておりますので、第33期及び第34期の１株
当たり当期純利益及び１株当たり純資産額の算定上の基礎となる自己株式には、日本トラ
スティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式を含めております。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）
等を当連結会計年度から適用しており、第33期に係る財産及び損益の状況については、当
該会計基準等を遡って適用した後の状況となっております。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第 31 期

(2016年10月期)
第 32 期

(2017年10月期)
第 33 期

(2018年10月期)

第 34 期
(当事業年度)
(2019年10月期)

売 上 高(百万円 ) 212,781 226,327 247,826 276,855

経 常 利 益(百万円 ) 6,142 11,653 11,794 16,383

当 期 純 利 益(百万円 ) 4,197 6,556 7,416 9,935

１株当たり当期純利益( 円 ) 40.15 62.55 69.93 92.85

総 資 産(百万円 ) 116,427 125,681 120,323 126,054

純 資 産(百万円 ) 17,737 24,072 30,622 39,759

１株当たり純資産額( 円 ) 164.79 223.43 284.09 363.08

(注)1.2018年11月１日及び2019年11月１日付でそれぞれ１株につき２株の株式分割を行ってお
ります。そのため、第31期の期首にこれらの株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産額を算出しております。

2.１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、それぞれ自己株式を控除した期中平均
発行済株式総数及び期末発行済株式総数により算出しております。

3.第33期より「役員向け株式交付信託」を導入しておりますので、第33期及び第34期の１株
当たり当期純利益及び１株当たり純資産額の算定上の基礎となる自己株式には、日本トラ
スティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式を含めております。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）
等を当事業年度から適用しており、第33期に係る財産及び損益の状況については、当該会
計基準等を遡って適用した後の状況となっております。
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(9)重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会   社   名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

神 戸 物 産 ( 香 港 ) 有 限 公 司 250百万円 100.0％ 経 営 指 導

神 戸 物 産 ( 安 丘 ) 食 品 有 限 公 司 337百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

大 連 福 来 休 食 品 有 限 公 司
(注)１

441百万円 （100.0％） 食 品 の 製 造 販 売

有 限 会 社 神 戸 物 産 フ ー ズ 3百万円 100.0％ 酒 の 輸 入 卸

株 式 会 社 オ ー ス タ ー フ ー ズ
(注)10

3百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

株 式 会 社 タ ー メ ル ト フ ー ズ 28百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

株式会社神戸物産エコグリーン北海道
(注)２

3百万円
49.6％

[42.1％]
食 品 の 製 造 販 売
畑 作 経 営

秦 食 品 株 式 会 社 6百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

株 式 会 社 マ ス ゼ ン 9百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

株 式 会 社 肉 の 太 公 9百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

宮 城 製 粉 株 式 会 社
(注)11

9百万円 100.0％
食 品 の 製 造 販 売
漁 業

株 式 会 社 麦 パ ン 工 房
(注)12

6百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

株 式 会 社 グ リ ー ン ポ ー ト リ ー 6百万円 100.0％
食 品 の 製 造 販 売
生鳥の飼育加工販売

珈 琲 ま め 工 房 株 式 会 社 9百万円 100.0％ 嗜好飲料品の製造販売

豊 田 乳 業 株 式 会 社 9百万円 100.0％ 食 品 の 製 造 販 売

関 原 酒 造 株 式 会 社
(注)13

99百万円 100.0％
食 品 の 卸 売
酒 類 の 製 造 販 売

菊 川 株 式 会 社 9百万円 100.0％ 酒 類 の 製 造 販 売

株 式 会 社 朝 び き 若 鶏 6百万円 100.0％
食 品 の 製 造 販 売
生鳥の飼育加工販売

株式会社クックイノベンチャー
(注)３

5百万円
45.5％

【26.6％】
事 業 管 理 会 社

株式会社ジー・コミュニケーション
(注)４

10百万円 （100.0％）
グループホールディング

カ ン パ ニ ー ・

コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業

株 式 会 社 ジ ー ・ テ イ ス ト
(注)５

100百万円
14.5％

（40.4％）
外 食 事 業
食 品 加 工 事 業
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会   社   名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社クック・オペレーション
(注)６

50百万円 （100.0％） 外 食 事 業

ギ ン ガ シ ス テ ム 株 式 会 社
(注)５

10百万円 （100.0％） 電 気 通 信 事 業

株 式 会 社 ノ ー ウ ェ ア
(注)５

10百万円 （100.0％） 高 齢 者 介 護 事 業

株 式 会 社 ジ ー ・ ア カ デ ミ ー
(注)６

10百万円 （100.0％） 休 眠 中

株 式 会 社 敦 煌
(注)６

5百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 テ ン フ ォ ー
(注)６

10百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 タ ケ モ ト フ ー ズ
(注)６

10百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 壁 の 穴
(注)６

100百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 湯 佐 和
(注)６、14

5百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 Ｄ Ｂ Ｔ
(注)６、15

10百万円 （100.0％） 外 食 事 業

株 式 会 社 ふ ら ん す 亭
(注)６、16

10百万円 （45.0％） 外 食 事 業

K O B E  B U S S A N  E G Y P T
L i m i t e d  P a r t n e r s h i p

2,173百万円 100.0％ 農 業 経 営

K O B E  B U S S A N  U S A , I N C .
(注)１、８

443百万円 （100.0％） 海 外 外 食 事 業

J . J . D I N I N G , I N C .
(注)７、９

－ （100.0％） 海 外 外 食 事 業

K B  G L O B A L  P A R T N E R S , I N C .
(注)17

1,605百万円 100.0％ 海 外 卸 売 事 業

Kobebussan Myanmar Co.,Ltd.
(注)２

5百万円
99.8％
[0.2％]

システム開発事業

(注) 1.当社の議決権比率における（  ）内は間接所有割合で神戸物産(香港)有限公司が所有する
議決権割合であります。

2.当社の議決権比率における議決権の所有割合の[外書]は緊密な者等の所有割合でありま
す。

3.当社の議決権比率における【内書】内は、優先株式の所有割合であります。
4.当社の議決権比率における（  ）内は間接所有割合で株式会社クックイノベンチャーが所
有する議決権割合であります。

5.当社の議決権比率における（  ）内は間接所有割合で株式会社ジー・コミュニケーション
が所有する議決権割合であります。

6.当社の議決権比率における（  ）内は間接所有割合で株式会社ジー・テイストが所有する
議決権割合であります。

7.当社の議決権比率における（  ）内は間接所有割合でKOBE BUSSAN USA,INC.が所有する議
決権割合であります。

8.KOBE BUSSAN USA,INC.は、2018年８月31日付で解散を決議し、清算手続き中であります。
9.J.J.DINING,INC.は、2018年８月31日付で解散を決議し、清算手続き中であります。

10.連結子会社である株式会社オースターエッグは、2019年３月１日付で連結子会社である株
式会社ソイキューブ及び株式会社富士麺業を吸収合併いたしました。なお、株式会社オー
スターエッグは同日付で株式会社オースターフーズに商号変更しております。

－ 8 －



11.連結子会社である宮城製粉株式会社は、2019年３月１日付で連結子会社であるほくと食品
株式会社を吸収合併いたしました。

12.連結子会社である株式会社麦パン工房は、2019年３月１日付で連結子会社である株式会社
エコグリーン埼玉を吸収合併いたしました。

13.連結子会社である関原酒造株式会社は、2019年３月１日付で連結子会社である株式会社ベ
ストリンケージを吸収合併いたしました。

14.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2018年10月１日に株式会社湯佐和の株式を
新たに取得し、子会社としております。

15.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年３月１日に株式会社ＤＢＴを新たに
設立し、子会社としております。

16.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年５月10日に株式会社ふらんす亭を新
たに設立し、子会社としております。

17.KB GLOBAL PARTNERS,INC.は、2018年12月20日付で解散を決議し、清算手続き中でありま
す。

(10)対処すべき課題
当社グループを取り巻く環境は、これから世界が直面する「食糧難」や日

本が抱える「少子高齢化問題」など、見通しの不透明な状況にあります。食
品業界におきましては、消費者の低価格志向は引き続き強く、為替の急激な
変動や都市部のオーバーストアによる競争の激化など、企業の経営環境は今
後も厳しい状況が続くと予測されます。
当社グループは、一丸となって以下の課題に取り組み、企業価値の向上に

努めてまいります。
①商品開発及び品質管理体制の強化
当社は、食にかかわる総合食品会社として、お客様に「プロの品質とプロ

の価格」で「安全・安心」な商品を安定して供給するべく取り組んでおりま
す。これまでも、品質保証部による衛生管理体制の充実や、品質管理強化の
ため取扱商品の自主検査の徹底を図る等の施策を講じてまいりました。引き
続き、独自の厳しい品質保持システムをより一層強化するとともに、トレー
サビリティーの構築に全力を挙げてまいります。
また、商品開発部、海外商品部では商品開発体制の強化を図っております。

「食の製販一体体制」の更なる拡大に向け、独自の発想を持って常に新しい
ことにチャレンジし、プライベートブランド商品の競争力を高めております。
一人でも多くのお客様の健康と笑顔の源となるべく、新たな商品の開発に注
力してまいります。
②ＥＳＧへの取り組みの強化
当社は、社会と企業の持続可能な発展のために、「食」を通じた社会貢献

活動や環境に配慮した事業を行いＥＳＧの取り組みを推し進めてまいります。
また、オリンピックをはじめとする訪日外国人の増加に併せ、安心して食

事を行っていただけるよう、ハラール商品等の充実に注力してまいります。
③人財の確保と人財育成
昨今の人財不足に対し、人財採用において積極的な情報開示により、当社

に共感していただける人財の確保に努め、従業員の満足度向上により企業の
生産性を高め、企業と従業員が共に成長できる体制を整備します。
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(11)主要な事業内容(2019年10月31日現在)

事 業 区 分 事 業 内 容

業 務 ス ー パ ー 事 業
「業務スーパー」事業を展開するフランチャイズチェーン本
部として、加盟するフランチャイジーへの経営指導及びナシ
ョナルブランド商品・プライベートブランド商品の供給

神 戸 ク ッ ク 事 業

外食事業の「神戸クック・ワールドビュッフェ」と中食事業
の「馳走菜」等を展開するフランチャイズチェーン本部とし
て、加盟するフランチャイジーへの経営指導及びオペレーシ
ョンの指導

クックイノベンチャー事業
「国産牛焼肉食べ放題 肉匠坂井」等の焼肉業態や「村さ来」
等の居酒屋業態、「平禄寿司」等の寿司業態をはじめとした
外食事業

エ コ 再 生 エ ネ ル ギ ー 事 業

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法」に基づく再生可能エネルギー固定価格買取制
度が施行されたことに伴い、生産した再生可能エネルギーの
電力会社への売電事業

(12)主要な営業所及び工場(2019年10月31日現在)

①当社

名 称 所 在 地

本 社 兵庫県加古郡稲美町

六 分 一 事 務 所 兵庫県加古郡稲美町

三 宮 事 務 所 神戸市中央区

横 浜 営 業 所 横浜市神奈川区

恵 比 寿 事 務 所 東京都渋谷区

業 務 ス ー パ ー 稲 美 店 兵庫県加古郡稲美町

業務スーパー伊川谷店 神戸市西区

関 西 物 流 セ ン タ ー 神戸市灘区

白糠バイオマス発電所 北海道白糠郡白糠町
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②重要な子会社等

名 称 区分 所 在 地

神 戸 物 産 ( 香 港 ) 有 限 公 司 本社 中国香港行政区

神 戸 物 産 ( 安 丘 ) 食 品 有 限 公 司 本社 中国山東省

大 連 福 来 休 食 品 有 限 公 司 本社 中国遼寧省

有 限 会 社 神 戸 物 産 フ ー ズ 本社 横浜市神奈川区

株 式 会 社 オ ー ス タ ー フ ー ズ 本社 兵庫県姫路市

株 式 会 社 タ ー メ ル ト フ ー ズ 本社 山口県防府市

株式会社神戸物産エコグリーン北海道 本社 北海道勇払郡むかわ町

秦 食 品 株 式 会 社 本社 滋賀県蒲生郡竜王町

株 式 会 社 マ ス ゼ ン 本社 栃木県宇都宮市

株 式 会 社 肉 の 太 公 本社 東京都江戸川区

宮 城 製 粉 株 式 会 社 本社 宮城県角田市

株 式 会 社 麦 パ ン 工 房 本社 岐阜県岐阜市

株 式 会 社 グ リ ー ン ポ ー ト リ ー 本社 岡山県苫田郡鏡野町

珈 琲 ま め 工 房 株 式 会 社 本社 兵庫県姫路市

豊 田 乳 業 株 式 会 社 本社 愛知県豊田市

関 原 酒 造 株 式 会 社 本社 新潟県長岡市

菊 川 株 式 会 社 本社 岐阜県各務原市

株 式 会 社 朝 び き 若 鶏 本社 群馬県高崎市

株 式 会 社 ク ッ ク イ ノ ベ ン チ ャ ー 本社 兵庫県加古郡稲美町

株式会社ジー・コミュニケーション 本社 名古屋市北区

株 式 会 社 ジ ー ・ テ イ ス ト 本社 名古屋市北区

株式会社クック・オペレーション 本社 名古屋市北区

ギ ン ガ シ ス テ ム 株 式 会 社 本社 東京都中央区

株 式 会 社 ノ ー ウ ェ ア 本社 名古屋市北区

株 式 会 社 ジ ー ・ ア カ デ ミ ー 本社 名古屋市北区

株 式 会 社 敦 煌 本社 山口県山陽小野田市

株 式 会 社 テ ン フ ォ ー 本社 北海道函館市

株 式 会 社 タ ケ モ ト フ ー ズ 本社 堺市北区
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名 称 区分 所 在 地

株 式 会 社 壁 の 穴 本社 東京都渋谷区

株 式 会 社 湯 佐 和 本社 神奈川県鎌倉市

株 式 会 社 Ｄ Ｂ Ｔ 本社 東京都中央区

株 式 会 社 ふ ら ん す 亭 本社 埼玉県川口市

KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnership 本社 エジプト ケナ州

K O B E  B U S S A N  U S A , I N C . 本社 アメリカ ニューヨーク州

J . J . D I N I N G , I N C . 本社 アメリカ ニューヨーク州

K B  G L O B A L  P A R T N E R S , I N C . 本社 アメリカ ニューヨーク州

Ko b e b u s s a n  M y a n m a r  C o . , L t d . 本社 ミャンマー ヤンゴン地方域

(注)1.KOBE BUSSAN USA,INC.は、2018年８月31日付で解散を決議し、清算手続
き中であります。

2.J.J.DINING,INC.は、2018年８月31日付で解散を決議し、清算手続き中で
あります。

3.連結子会社である株式会社オースターエッグは、2019年３月１日付で連
結子会社である株式会社ソイキューブ及び株式会社富士麺業を吸収合併
いたしました。なお、株式会社オースターエッグは同日付で株式会社オ
ースターフーズに商号変更しております。

4.連結子会社である宮城製粉株式会社は、2019年３月１日付で連結子会社
であるほくと食品株式会社を吸収合併いたしました。

5.連結子会社である株式会社麦パン工房は、2019年３月１日付で連結子会
社である株式会社エコグリーン埼玉を吸収合併いたしました。

6.連結子会社である関原酒造株式会社は、2019年３月１日付で連結子会社
である株式会社ベストリンケージを吸収合併いたしました。

7.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2018年10月１日に株式会
社湯佐和の株式を新たに取得したため、重要な子会社に含めております。

8.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年３月１日に株式会
社ＤＢＴを新たに設立したため、重要な子会社に含めております。

9.連結子会社である株式会社ジー・テイストは、2019年５月10日に株式会
社ふらんす亭を新たに設立したため、重要な子会社に含めております。

10.KB GLOBAL PARTNERS,INC.は、2018年12月20日付で解散を決議し、清算手
続き中であります。
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(13)使用人の状況(2019年10月31日現在)

①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

2,147（2,975）名 151（13）名増

(注)使用人数は就業員数であり、契約社員及びパートタイマーは(  )内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

403（123）名 16（43）名増 38.6歳 6.6年

(注)使用人数は就業員数であり、契約社員及びパートタイマーは(  )内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

(14)主要な借入先の状況(2019年10月31日現在)

借    入    先 借  入  金  残  高

株式会社三菱UFJ銀行 9,101百万円

株式会社西日本シティ銀行 5,000百万円

株式会社山陰合同銀行 4,100百万円

株式会社関西みらい銀行 3,244百万円

株式会社りそな銀行 3,000百万円

その他 27,368百万円

(注)借入金残高は当社の短期借入金及び長期借入金の合計金額であります。

(15)その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2．会社の現況

(1)株式の状況(2019年10月31日現在)

①発行可能株式総数 128,000,000株

②発行済株式の総数 68,400,000株

③株主数 23,584名

④大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団 17,600千株 32.7％

沼田　昭二 2,040千株 3.8％

沼田　峰子 2,040千株 3.8％

小河　真寿美 2,040千株 3.8％

沼田　博和 2,040千株 3.8％

合同会社Ｍ＆Ｕアセットマネジメント 1,240千株 2.3％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,229千株 2.3％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,149千株 2.1％

ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 908千株 1.7％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 680千株 1.3％

(注)1.当社は自己株式を14,628千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員向け株式
交付信託」の信託財産として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有
する当社株式44千株は含まれておりません。

⑤その他株式に関する重要な事項

当社は、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆

様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性

の向上を図ることを目的とし、2019年11月１日を効力発生日として、普

通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。これにより発行

可能株式総数は256,000,000株、発行済株式総数は136,800,000株にそれ

ぞれ増加しております。
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（2)新株予約権等の状況

当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況

第２回新株予約権

発行決議日 2015年２月24日

新株予約権の数 3,344個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式 5,350,400株

(新株予約権１個につき1,600株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり841,600円

(１株当たり526円)

新株予約権の行使期間
自 2017年４月１日

至 2023年10月31日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時において、

当社または当社の関係会社の取締役も

しくは従業員の地位にあることを要

す。ただし、取締役が任期満了により退

任した場合または従業員が定年により

退職した場合にはこの限りではない。

また、当社取締役会が正当な理由がある

と認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の相続はこれを認めない。

③その他権利行使の条件は、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得について

は、当社取締役会の決議による承認を要す

るものとする。
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第２回新株予約権

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項

組織再編に際して定める契約書または計

画書等に以下に定める株式会社の新株予

約権を交付する旨を定めた場合には、当該

組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとす

る。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社または合併に

より設立する株式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に

関して有する権利義務の全部または一

部を承継する株式会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式

の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社

役員の

保有状況

取締役

(社外取締役を除く)

新株予約権の数               14個

目的となる株式数         22,400株

保有者数                     ２名

(注)2015年11月１日、2018年11月１日及び2019年11月１日付でそれぞれ１株につき２株の割合
で株式分割を行っております。
そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額」は調整しております。
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第３回新株予約権

発行決議日 2019年２月19日

新株予約権の数 12,590個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式 2,518,000株

(新株予約権１個につき200株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり389,600円

(１株当たり1,948円)

新株予約権の行使期間
自 2021年４月１日

至 2027年10月31日

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時において、

当社または当社の関係会社の取締役も

しくは従業員の地位にあることを要

す。ただし、取締役が任期満了により退

任した場合または従業員が定年により

退職した場合にはこの限りではない。

また、当社取締役会が正当な理由がある

と認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権の相続はこれを認めない。

③その他権利行使の条件は、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得について

は、当社取締役会の決議による承認を要す

るものとする。
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第３回新株予約権

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項

組織再編に際して定める契約書または計

画書等に以下に定める株式会社の新株予

約権を交付する旨を定めた場合には、当該

組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとす

る。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社または合併に

より設立する株式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に

関して有する権利義務の全部または一

部を承継する株式会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式

の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社

役員の

保有状況

取締役

(社外取締役を除く)

新株予約権の数               525個

目的となる株式数         105,000株

保有者数                      ７名

(注)2019年11月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額」は調整しております。
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（3)会社役員の状況
①取締役及び監査役の状況(2019年10月31日現在)

地 位 氏      名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和
外食事業推進本部 担当役員
神戸物産(香港)有限公司 董事

代 表 取 締 役 副 社 長 田 中 康 弘

総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員
焼肉事業部 部長
Kobebussan Myanmar Co.,Ltd. Director

取 締 役 中 島 　 力 ＣＳ推進部 担当役員

取 締 役 浅 見 一 夫

工場管理部 担当役員兼部長
商品開発部 担当役員
国内農業資源部 担当役員兼部長
豊田乳業株式会社 代表取締役社長
菊川株式会社 代表取締役社長
関原酒造株式会社 代表取締役社長
株式会社神戸物産エコグリーン北海道 代表取締役社長

取 締 役 西 田 　 聡

海外事業部 担当役員兼部長
輸入小売事業部 担当役員兼部長
東日本商品ＭＤ部 担当役員
有限会社神戸物産フーズ 代表取締役

取 締 役 渡 邉 秋 仁

横浜営業所 所長
西日本営業本部 担当役員
東日本営業本部 担当役員
業務スーパーＦＣ事業部 部長
ＣＳ推進部 部長
店舗開発部 部長
惣菜事業部 部長

取 締 役 小 林 　 匠
公認会計士
小林匠公認会計士事務所 代表

取 締 役
【注１、４】

家 木 健 至
公認会計士
家木公認会計士事務所 所長

取 締 役
【注１、４】

野 村 祥 子

弁護士
堂島法律事務所 パートナー弁護士
株式会社島精機製作所 社外監査役
株式会社ビーアンドピー 社外監査役
シノブフーズ株式会社 社外監査役

常 勤 監 査 役
【注２、３、４】

田治米　剛一郎

監 査 役
【注２、３】

柴 田 眞 里
弁護士
フローラ法律事務所 代表

監 査 役
【注２、３】

田 畑 房 男
公認会計士
田畑公認会計士事務所 所長
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(注)1.取締役 家木 健至氏及び野村 祥子氏は社外取締役であります。
2.監査役 田治米 剛一郎氏、柴田 眞里氏及び田畑 房男氏は社外監査役であります。
3.監査役 田治米 剛一郎氏は経営全般において相当程度の知見を有しております。監査役 
柴田 眞里氏は弁護士として企業法務に精通しており、コンプライアンスに関する相当程
度の知見を有しております。監査役 田畑 房男氏は公認会計士の資格を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

4.当社は東京証券取引所に対して、取締役 家木 健至氏、野村 祥子氏及び監査役 田治米 剛
一郎氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

5.当事業年度中における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

田中康弘

代表取締役副社長
経営管理システム部 担当役員兼部長
経営企画部 担当役員
人財開発部 担当役員

代表取締役副社長
総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員兼部長
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員

2019年１月１日

田中康弘

代表取締役副社長
総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員兼部長
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員

代表取締役副社長
総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員兼部長
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員
焼肉事業部 部長

2019年１月23日

田中康弘

代表取締役副社長
総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員兼部長
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員
焼肉事業部 部長

代表取締役副社長
総務部 担当役員
法務部 担当役員兼部長
システム部 担当役員兼部長
経理部 担当役員
人財開発部 担当役員
経営企画部 担当役員
焼肉事業部 部長

2019年７月１日

中島　力
取締役
西日本営業本部 担当役員

取締役
ＣＳ推進部 担当役員

2019年10月１日

渡邉秋仁

取締役
横浜営業所 所長
東日本営業本部 担当役員
業務スーパーＦＣ事業部 部長
店舗開発部 部長
惣菜事業部 部長

取締役
横浜営業所 所長
西日本営業本部 担当役員
東日本営業本部 担当役員
業務スーパーＦＣ事業部 部長
ＣＳ推進部 部長
店舗開発部 部長
惣菜事業部 部長

2019年10月１日
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②取締役及び監査役の報酬等

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

9名
(2名)

114百万円
（13百万円)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

3名
(3名)

10百万円
(10百万円)

合 計 12名 125百万円

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年１月30日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円
以内(うち、社外取締役30百万円)と決議いただいております。また別枠で、2015年１月28
日開催の第29期定時株主総会及び2019年１月30日開催の第33期定時株主総会において取締
役に対しストック・オプションを付与する決議をいただいております。

3.監査役の報酬限度額は、2004年１月30日開催の第18期定時株主総会において年額15百万円
以内と決議いただいております。
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③社外役員に関する事項
ア.重要な兼職の状況並びに当該兼職先と当社との関係

社外取締役 家木 健至氏は家木公認会計士事務所の所長であります。
なお、当社と同事務所の間に取引関係はありません。
社外取締役 野村 祥子氏は堂島法律事務所のパートナー弁護士及び株式会社島精機
製作所の社外監査役並びに株式会社ビーアンドピーの社外監査役、シノブフーズ株式
会社の社外監査役であります。
なお、当社と兼職先との間に取引関係はありません。
社外監査役 柴田 眞里氏はフローラ法律事務所の代表であります。
なお、当社と同事務所の間に取引関係はありません。
社外監査役 田畑 房男氏は田畑公認会計士事務所の所長であります。
なお、当社と同事務所の間に取引関係はありません。

イ.当社または特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

ウ.当事業年度における主な活動状況

区  分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 家 木 健 至

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席いたしまし
た。主に公認会計士としての専門的見地から意見を述べ
る等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための提言を行っております。

取 締 役 野 村 祥 子

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席いたしまし
た。主に弁護士としての専門的見地から意見を述べる
等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの提言を行っております。

監 査 役 田 治 米 　 剛 一 郎

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席、また監査
役会13回の全てに出席いたしました。経営全般における
見地から、妥当性・適正性を確保するための発言を適宜
行っております。

監 査 役 柴 田 眞 里

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席、また監査
役会13回の全てに出席いたしました。主に弁護士として
の専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための発言を適宜行っております。

監 査 役 田 畑 房 男

当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席、また監査
役会13回の全てに出席いたしました。主に公認会計士と
しての専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を適宜行っております。

エ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役 家木 健至氏、野村 祥子氏、監査役 田治米 剛一郎氏、柴田 眞里氏及
び田畑 房男氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額であります。

オ.記載内容についての社外役員の意見
該当事項はありません。
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(4)会計監査人の状況

①名称 有限責任監査法人トーマツ
②報酬等の額
・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額  62百万円
・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額  62百万円

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査
と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分し
ておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬
等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査役会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について、会計監
査人の監査計画、前事業年度における職務の遂行状況、見積り額の
妥当性等を考慮した結果、相当と判断し、同意いたしております。

③会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められた場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監
査人を解任いたします。

④責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(5)業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容
の概要は以下のとおりであります。

１.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
取締役の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。並びに違反・不正行

為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規程の整備、資料の
配布その他の啓蒙活動を実施し、取締役における法令等企業倫理(コンプ
ライアンス)遵守に対する意識の醸成を図る。

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程等の社内規程に

従い適切に保存及び管理を行う。
３.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険(リスク)をトータ
ルかつ適切に認識・評価するため、リスク管理に関する規程を設け、事業
リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。

４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の
基礎として、取締役会を月１回開催するほか、適宜臨時に開催するもの
とする。また、経営に関する重要事項については、取締役会で審議を行
い執行決定を行うものとする。

②取締役会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程においてそ
れぞれの執行手続きの詳細について定めるものとする。
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５.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。並びに違反・不正行

為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規程の整備、資料の
配布その他の啓蒙活動を実施し、使用人における法令等企業倫理(コンプ
ライアンス)遵守に対する意識の醸成を図る。

６.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
①当社から取締役を子会社に派遣するとともに、企業集団としての企業行

動指針を定め、グループにおける法令遵守及び社会倫理の遵守の浸透を
図る。

②当社及び子会社等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力及び団体との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力及び団体
からの要求に対しては、毅然とした対応を行う。また、警察や関係機関
並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引続き反社会的勢力を
排除するための体制の整備を推進する。

７.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役

は取締役又は取締役会に対し監査役補助者を要請する。その際監査役は
取締役からの独立性の確保に努めなければならない。

８.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す
る監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の

人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査役の同意が必要であり、
監査役補助者の評価は監査役が独自に行うものとする。

９.監査役への報告に関する体制
監査役は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある

事項、重大な社内通達等を速やかに報告することを取締役に対し求めなけ
ればならない。

10.前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り
扱いを受けないことを確保するための体制

前号の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取
り扱いを受けないよう「社内通報規定」に基づき、当該報告者を適切に保
護する。

11.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその

他の当該職務の執行に生ずる費用又は償還の処理については監査役の請
求等に従い円滑に行い得る体制とする。

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、法令等で定められた権限を行使し、会計監査人及び内部監査

室をはじめとする社内の組織と連携し、取締役の業務執行の適法性、妥当
性、効率性について監査を実施する。
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(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての運用状況
の概要は以下のとおりであります。
①内部統制システム全般について

当社及び当社グループ会社の内部統制システム全般の整備・運用状況
を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

②コンプライアンスについて
当社グループのコンプライアンス意識の向上のため、毎月の経営会議

において、ハラスメントやインサイダー取引等の法令遵守や社会的規範
に関する教育を行い、周知の徹底を行いました。

③内部監査について
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ

各社の内部監査を実施しております。

(7)会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(8)剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識して
おり、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資、今後成長が
見込める事業分野への投資等に活用してまいります。
これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株

当たり35円の普通配当、１株当たり５円の特別配当を実施し、１株につき
合計40円を第34期定時株主総会に提案させていただきました。
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連  結  貸  借  対  照  表

(2019年10月31日現在) (単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

98,864

71,525

16,397

6,456

325

1,427

2,827

△94

51,289

41,653

13,184

9,349

12,905

15

5,254

944

1,964

1,282

681

7,671

497

1,205

2,076

3,551

1,304

△963

流 動 負 債 47,315

買 掛 金 21,897

短 期 借 入 金 13,854

１年内償還予定の社債 1,543

リ ー ス 債 務 7

未 払 法 人 税 等 4,206

賞 与 引 当 金 306

資 産 除 去 債 務 48

店舗閉鎖損失引当金 65

そ の 他 5,386

固 定 負 債 52,270

社 債 1,454

長 期 借 入 金 42,343

リ ー ス 債 務 9

預 り 保 証 金 6,179

繰 延 税 金 負 債 108

退職給付に係る負債 547

役員株式給付引当金 23

資 産 除 去 債 務 1,289

そ の 他 314

負 債 合 計 99,586

純 資 産 の 部

株 主 資 本 45,946

資 本 金 64

資 本 剰 余 金 8,405

利 益 剰 余 金 47,118

自 己 株 式 △9,641
その他の包括利益累計額 △1,673

その他有価証券評価差額金 △1

為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,672

新 株 予 約 権 787

非 支 配 株 主 持 分 5,507

純 資 産 合 計 50,568

資 産 合 計 150,154 負 債 ・ 純 資 産 合 計 150,154

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連  結  損  益  計  算  書

（ 2018年11月１日から
2019年10月31日まで ）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 299,616

売 上 原 価 252,486

売 上 総 利 益 47,130

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,891

営 業 利 益 19,239

営 業 外 収 益

受 取 利 息 213

受 取 配 当 金 2

為 替 差 益 84

賃 貸 収 入 55

補 助 金 収 入 99

燃 料 販 売 収 入 86

受 取 保 険 金 102

そ の 他 319 963

営 業 外 費 用

支 払 利 息 380

賃 貸 収 入 原 価 36

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 4

支 払 手 数 料 1

燃 料 販 売 原 価 70

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 82

そ の 他 192 767

経 常 利 益 19,434

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 221

新 株 予 約 権 戻 入 益 3 225

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 40

固 定 資 産 売 却 損 182

店 舗 閉 鎖 損 失 44

減 損 損 失 1,231

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 65 1,564

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 18,095

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,696

法 人 税 等 調 整 額 △440 6,255

当 期 純 利 益 11,839

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 216

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 12,056

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸  借  対  照  表

（2019年10月31日現在） （単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
１年内償還予定の
関 係 会 社 社 債
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金
前 払 費 用
関係会社短期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
投 資 不 動 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

80,963
50,795
15,857

1,997

6,040
0

382
1,131
138

4,038
584
△4

45,091
15,841
2,418
910

4,788
5

236
4,723

0
2,757
507
307
200

28,742
4

3,882
0

2,510
19

20,029
134

2,668
68

2,190
△2,766

流 動 負 債 40,726

買 掛 金 22,354

短 期 借 入 金 12,525

リ ー ス 債 務 0

未 払 金 912

未 払 費 用 100

未 払 法 人 税 等 3,889

前 受 金 44

預 り 金 201

前 受 収 益 13

賞 与 引 当 金 140

そ の 他 543

固 定 負 債 45,568

長 期 借 入 金 39,289

預 り 保 証 金 5,625

退職給付引当金 269

役員株式給付引当金 23

資 産 除 去 債 務 154

そ の 他 205

負 債 合 計 86,294

純 資 産 の 部

株 主 資 本 39,015

資 本 金 64

資 本 剰 余 金 8,413
その他資本剰余金 8,413

利 益 剰 余 金 40,178

利 益 準 備 金 16
その他利益剰余金 40,162

特別償却準備金 350

別 途 積 立 金 7

繰越利益剰余金 39,804

自 己 株 式 △9,641

新 株 予 約 権 744

純 資 産 合 計 39,759

資 産 合 計 126,054 負 債 ・ 純 資 産 合 計 126,054
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損  益  計  算  書

（ 2018年11月１日から
2019年10月31日まで ）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 276,855

売 上 原 価 253,213

売 上 総 利 益 23,641

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,114

営 業 利 益 15,527

営 業 外 収 益

受 取 利 息 386

受 取 配 当 金 13

為 替 差 益 108

賃 貸 収 入 64

燃 料 販 売 収 入 86

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 542

そ の 他 148 1,349

営 業 外 費 用

支 払 利 息 345

賃 貸 収 入 原 価 35

支 払 手 数 料 1

燃 料 販 売 原 価 70

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 4

そ の 他 37 493

経 常 利 益 16,383

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2

新 株 予 約 権 戻 入 益 3 5

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6

固 定 資 産 売 却 損 150

減 損 損 失 787 945

税 引 前 当 期 純 利 益 15,443

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,846

法 人 税 等 調 整 額 △338 5,508

当 期 純 利 益 9,935

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年12月18日

株式会社神戸物産

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 森 村   圭 志 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和 田   朝 喜 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社神戸物産の
2018年11月１日から2019年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社神戸物産及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以  上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年12月18日

株式会社神戸物産

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 森 村   圭 志 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和 田   朝 喜 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社神戸
物産の2018年11月１日から2019年10月31日までの第34期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以  上

－ 33 －



監査役会の監査報告

監  査  報  告  書

  当監査役会は、2018年11月１日から2019年10月31日までの第34期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告
書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会
社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内
部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実

施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する
品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明

細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2019年12月20日
株式会社神戸物産    監査役会

社外監査役(常勤) 田治米  剛一郎 ㊞
社外監査役 柴  田  眞  里 ㊞
社外監査役 田  畑  房  男 ㊞

以  上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案  剰余金の処分の件

第34期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

剰余金の配当(第34期期末配当)に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円(普通配当35円、特別配当５円)

総額2,150,867,360円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年１月31日
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第２号議案  取締役５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役田中 康弘、中島 力、渡邉 秋仁、家木 健至

及び野村 祥子の５名は、任期満了となります。つきましては、取締役５名の選
任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数
(株)

1
た

田
なか

中
やす

康
ひろ

弘
(1969年１月21日生)

1987年４月 協栄興産株式会社入社

1989年５月 株式会社マツダレンタリース入社

1994年１月 株式会社カイト入社

2001年８月 株式会社キリン堂入社

2001年10月 当社入社

2007年１月 経営管理システム部門 部門長

2008年１月 取締役就任

2008年12月 副社長就任

2012年２月 代表取締役副社長就任(現任)

2013年７月 人財開発部 担当役員(現任)

2016年８月 貿易部門 部門長

2017年２月 経営企画部門 部門長

2018年１月 経営企画部 担当役員(現任)

2019年１月 総務部 担当役員(現任)

法務部 担当役員兼部長(現任)

システム部 担当役員兼部長(現任)

経理部 担当役員(現任)

焼肉事業部 部長(現任)

(重要な兼職の状況)

Kobebussan Myanmar Co.,Ltd. Director

8,800

2
なか

中
じま

島
 

　
つとむ

力
(1957年11月９日生)

1980年４月 株式会社ダイエー入社

2000年11月 株式会社クリスタル入社

2002年６月 株式会社ツジトミ入社

2005年７月 当社入社

2005年９月 商品開発管理部門 部門長

2006年１月 取締役就任(現任)

2007年１月 業務スーパーＦＣ事業部門 部門長

2010年４月 直営小売部門 部門長

2013年４月 店舗開発部門 部門長

2014年４月 輸入小売部門 部門長

2016年11月 業務スーパー関西ＦＣ事業部門 部門長

関西店舗開発部門 部門長

2019年11月 ＣＳ推進部 担当役員(現任)

－
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候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数
(株)

3
わた

渡
なべ

邉
あき

秋
ひと

仁
(1977年11月13日生)

2000年４月 アイリスオーヤマ株式会社入社

2003年６月 当社入社

2015年４月 当社横浜営業所 所長(現任)

2016年１月 有限会社神戸物産フーズ 代表取締役

2016年11月 業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長

関東店舗開発部門 部門長

2017年11月 西日本営業本部

業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任)

店舗開発部 部長(現任)

東日本営業本部 担当役員(現任)

業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任)

店舗開発部 部長(現任)

2018年１月 取締役就任(現任)

2018年４月 惣菜事業部 部長(現任)

2019年10月 西日本営業本部 担当役員(現任)

ＣＳ推進部 部長(現任)

400

4
いえ

家
き

木
たけ

健
し

至
(1973年５月10日生)

1996年４月 第百生命保険相互会社入社
2002年10月 監査法人トーマツ

(現有限責任監査法人 トーマツ)入社

2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任)

2016年１月 当社取締役就任(現任)

－

5
の

野
むら

村
さち

祥
こ

子
(1973年12月31日生)

2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任)
2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)

2018年１月 当社取締役就任（現任）

株式会社ビーアンドピー 社外監査役(現任)

2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役(現任)

－

(注)1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.役職名は就任当時の役職名を記載しております。

3.所有する当社株式の数は、2019年11月1日付の株式分割前の期末現在の株式数を記載してお

ります。

4.家木健至氏及び野村祥子氏は社外取締役候補者であります。

5.家木健至氏を社外取締役候補者とした理由は、会計監査に従事したことから企業の監査業

務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しておられ

るからであります。また、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行し

ていただけるものと判断しております。

6.野村祥子氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として企業の監督業務に高い専門性

を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しておられるからでありま

す。また、その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるも

のと判断しております。

7.社外取締役候補者の家木健至氏及び野村祥子氏は現在も当社の社外取締役でありますが、

その在任期間は本総会終結の時をもって家木健至氏が４年、野村祥子氏が２年となります。
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8.当社は、家木健至氏及び野村祥子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は、法令が定める金額であります。両氏の再任が承認された場合は当該

契約を継続する予定であります。

9.当社は、家木健至氏及び野村祥子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け

出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予

定であります。

10.田中康弘氏を取締役候補者とした理由は、2012年より当社代表取締役副社長として当社グ

ループ全般の経営を担い、その豊富な経験と知見をもとにした適切な経営判断によって職

責を十分に果たしており、当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために適切な人

材であることから、選任しております。

11.中島力氏を取締役候補者とした理由は、主に食品スーパー運営において豊富な経験と実績

を有し、現在はＣＳ推進部担当役員として、お客様満足度向上に注力しており、当社グル

ープの主力業態である「業務スーパー」の更なる強化のために適切な人材であることから、

選任しております。

12.渡邉秋仁氏を取締役候補者とした理由は、当社グループの主力業態である「業務スーパー」

のＦＣ事業部を統括し、同事業の拡大に注力しており、また惣菜事業部の部長として新規

事業の立ち上げを行うなど、当社グループの事業拡大に適切な人材であることから、選任

しております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場：神戸市中央区港島中町６丁目10－１

神戸ポートピアホテル 南館１階 大輪田の間

TEL 078-302-1111(代)

国道２号線

国道２号線

ハーバーハイウェイ　阪神高速・湾岸線より

市民広場
（コンベンションセンター）駅

神戸
市役所

阪神高速・神戸線

JR 新神戸駅

阪急電鉄

阪神電鉄

国道43号線

港島トンネル

ポート
ライナー

ポートライナー

神戸空港

有料道路

神戸ベイシャトル
至関西国際空港

神戸大橋

浜手バイパス

神戸税関

京橋I.C.

生田川I.C.

市営地下鉄

市営地下鉄海岸線

JR 阪神 阪急 
「三宮駅」

神戸ポートピアホテル

国道２号線

国道２号線

ハーバーハイウェイ　阪神高速・湾岸線より

市民広場
（コンベンションセンター）駅

神戸
市役所

阪神高速・神戸線
生田川I.C.

ポートライナー

JR

交通：ポートアイランド線（ポートライナー）

「三宮駅」から約10分「市民広場（コンベンションセンター）駅」

下車すぐ。

※当日は大変混雑することが予想されますので、上記公共交通機関をご利
用くださいますようお願い申しあげます。


